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子育て支援員の認定の仕組み（実施主体の事務の主な流れ）

修了証の交付

修了コースに応じ、子育
て支援の事業等に従事

（全国共通）

・個人情報の保護に

十分留意

受付・受講の調整 基本研修の実施 専門研修の実施

修了者名簿の作成・管理

(※1)研修の実施については民間
への委託も可

制度の広報
研修の開催案内等

必要に応じてフォローアッ
プ・現任研修の実施

（基
本
研
修
の
修
了
）

※2  基本研修と専門研修の実施主体が異
なる場合には受付・受講の調整を行う。

＜実施主体＞

・都道府県又は市町村(※1)

・指定事業者

放課後児童コース

社会的養護コース

地域保育コース

地域子育て支援コース

受講申込書

の提出

子育て支援に関する

基礎的な知識等の修
得や自覚の醸成

子育て支援分野の各種

事業に従事するために必
要な専門的な知識・技能
等の修得

子育ての経験を活

かし地域で保育や
子育て支援の仕事

がしたい！

子育て支援の仕事

に興味がある！

・修了証の交付は

専門研修の実施
主体の長が行う。

・修了証はコース
別に交付。

・子育て支援員研修修了証を有し

ている者は、再度別のコース等の
研修受講の際には、基本研修の受
講を要しない。

・住民票等から本人の確認
・受講状況の確認（必要な場合
には自治体間で情報連携）

・受講に係る各種調整等

子育て支援員

・過去に修了した科目がある場合には

一部科目修了証をもって履修したもの
とみなし当該科目については受講を要
しない。（専門研修も同様）

(※2)

3

受講申込みは、松山東雲女子大学・松山東雲
　　　　短期大学へお送りください。

（ 注 意 ）

Administrator
ノート注釈
愛媛県における受講申込書は下記へお送りください。
〒790-8531
愛媛県松山市桑原３丁目２－１
松山東雲女子大学・松山東雲短期大学
子育て支援員研修担当係　宛て
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